
令和 ６年

１０ 月ｇ日から

時間額

高知県最低賃金
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時間給の場合

日給の場合

月給の場合

は、

, ｌ動 « すべての人に、 賃全の最低額（最低賃金朝）

を保障する制度のｉとです！

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、

すべての労働者に適用されます。
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上記 が

組み合わさっている場合

例えば、基本給が日給で

各手当（職務手当など）が

月給の場合

〇基本給（日給）→ の計算で時間額を出す

〇各手当（月給）→ の計算で時間額を出す

〇 〇と〇を合計した額≧最低賃金額（時間額）

（※１ ）最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません,
①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）②１か月を超える期間ことに支払われる賃金（賞与など）③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割增賃金など）④所定労働日

以外の日の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など）⑤午後１ ０時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃
金など）⑥精皆動手当、通動手当および家族手当
（※２）詳細な計算方法や、歩合給の場合の計算方法などは労働局または最寄りの労働基準監督署へ

⊠
「業務改善助成金」とは

賃全引上げを支援する助成全を

積極的に活用しましょ ： ｉ。

業務改善助成金

支給の要件
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ｆ 一
事業場内最低賃金の 引上げ後の

引上げ 賃金額の支払い
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１

賃金引上げにお悩みの方は働き方改革

推進支援センターにご相談＜ださい。

田 ｌ働き方改革推進支援センター

「業務改善助成金」は、生産性を向上させ「事業場内で最も低い賃金

（事業場内最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支

援する助成金です 。設備投資などを行った場合、支給の要件に応じて

その費用の一部を助成します。 ａ－, 高

詳しくは、こちら

３ 0

通
生産性向上に資する

機器一設備などを導入

２常 交付決定後、

日 一  提出した
国 一  計画に沿って

回一 事業実施

ｌ 業務改善助成金

４

已 ｌｌ解雇、賃金引下げ等の

不交付事由がない

日本政策金融公庫では、 事業場内最低賃金の

引上げに取り組む事業者に対して、

設備資金や運転資金の融資を行っています,

田 ｌ働き方改革推進支援資金

設備投資等に

要した費用の

一部を助成

４

Ｍ 支給

ｍ
この印刷物は、印刷用の紙へ

リサイクルできます．

（Ｒ６．９）


